
日本郵政グループのリファラル採用について

日本郵政グループ社員

知人

① 日本郵政グループの
求人を紹介

②求人へ応募

③選考実施

採用

④手当支給（※）

③自社社員からの紹介

であることを確認

・ 社員区分（正社員、期間雇用社員など）を問わず、リファラル採用の対象となります。

 ただし、正社員登用など、一部の採用においてはリファラル採用の対象とならない場合があります。

・ 紹介者である社員が所属する会社以外のグループ会社へ応募した場合は、リファラル採用の対象外となります。

・ 紹介された場合であっても、選考の結果、不採用となることがあります。

【備考】

日本郵政グループ 各社

別紙4

日本郵政グループにおけるリファラル採用のフローは、以下のとおりです。

【リファラル採用のフロー】

※紹介を経由して採用となった社員が良好に勤務しているなど、
一定の要件を満たした場合、紹介を行った社員に対して
社員紹介手当を支給


	1105_01_02.pdf
	別紙１
	スライド 4:  　日本郵政グループのリファラル採用について



